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貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について 

 

貨物軽自動車運送事業（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２条第

４項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。以下同じ。）に使用できる車両につい

ては、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日

付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取

扱通達」という。）において、「届出に係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定

員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規

定されている。 

一方、「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、「貨物軽自動車

運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用

を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととさ

れたところ、貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経

営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところ

であるが、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを認めるこ

ととする旨、了知されたい。 

貨物軽自動車運送事業者が軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う場合に

おける貨物軽自動車運送事業の届出の受理の取扱いについては、以下に定めるところ

殿 

 



 

により行うものとし、以下に定めのない事項については軽貨物事業経営届出等取扱通

達により行うこととしたので、事務処理にあたり遺漏のないよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じ

た重量（単位キログラム）以内とすること。 

また、荷物の位置が極端に運転者室及び客室の前方、後方又は片側に偏る積載を

しないこと。 

 

２．運輸支局（運輸監理部を含む。以下同じ。）輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽

自動車運送事業を行う貨物軽自動車運送事業者に対し、届出を受理した際に、１．

の積載できる貨物の重量を超えた貨物の運送及び有償で旅客の運送をしてはなら

ない旨周知及び指導すること。 

 

３．運輸支局輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う貨物軽自動

車運送事業者に対し、事業者自らが過労運転の防止や運転者の酒気帯びの有無の確

認等の運行管理を適切に行うことについて周知すること。 

 

４．道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 35 条の３第１項各号

に規定する自動車検査証の記載事項のうち、同項第 13 号に規定する「自家用又は

事業用の別」は「事業用」、同項第 14 号に規定する「用途」は「乗用」とする。 

 

 

附則（令和４年 10 月 24 日国自安第 99 号、国自貨第 95 号、国自整第 166 号） 

 

本通知による取扱いは、令和４年 10 月 27 日以降に事業用自動車等連絡書を交付す

るものから適用する。 


